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長
時
間
労
働
が
心
身
の
健
康
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
は
、
冠
動
脈
疾
患
や
脳
卒

中
、
う
つ
症
状
の
発
症
リ
ス
ク
等
さ
ま
ざ

ま
な
側
面
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
平
成
26
年
の
過
労
死
等
防
止
対
策

推
進
法（
以
下「
過
労
死
防
止
法
」と
い

う
。）の
成
立
後
、
労
働
時
間
と
健
康
の
関

係
に
つ
い
て
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
研
究

が
進
ん
で
き
て
い
る
。

　
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
に
お
い
て

は
、主
に
過
労
死
等
の
事
例
分
析
、過
労
死

等
の
要
因
分
析
、
疲
労
の
蓄
積
と
心
身
へ

の
影
響
や
健
康
障
害
に
関
す
る
研
究
が
行

わ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
地
方
公
務
員
の
長
時
間
労

働
が
心
身
の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い

て
概
説
す
る
。

は
じ
め
に

　
27
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
過
労
死
等
の

防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
大
綱（
以

下「
過
労
死
等
防
止
大
網
」と
い
う
。）で
は
、

令
和
２
年
ま
で
に
週
60
時
間（
一
月
あ
た

り
時
間
外
労
働
80
時
間
）以
上
働
く
就
業

者
の
割
合
を
5
・
0
％
以
下
に
す
る
と
目

標
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る（
※
１
）。
地
方
公

務
員
で
過
労
死
等
基
準（
月
当
た
り
80
時

間
以
上
の
時
間
外
勤
務
）を
超
え
て
勤
務

す
る
職
員
は
全
体
の
1・１
％
で
あ
る
が
、

そ
の
数
は
5
万
人
を
超
え
て
い
る（
※
２
）。

ま
た
、
都
道
府
県
の
時
間
外
勤
務
職
員
数

は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
政
令
指
定

都
市
、
県
庁
所
在
市
の
本
庁
職
場
、
政
令

指
定
都
市
の
出
先
機
関
等
で
は
前
年
よ
り

そ
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。
人
員
削
減
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
に
対
応
す
る
た
め
の
公
務

の
量
・
質
の
変
化
、
昨
今
の
自
然
災
害
等

の
増
加
に
伴
う
急
激
な
職
務
の
増
加
な
ど

が
、
民
間
労
働
者
と
異
な
る
状
況
を
呈
し

て
い
る
。

　
長
時
間
労
働
せ
ざ
る
を
得
な
い
公
務
環

境
に
対
し
、
多
く
の
公
務
職
場
で
苦
労
し

な
が
ら
、業
務
の
見
直
し・効
率
化
、意
識

啓
発
活
動
等
の
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ

れ
て
き
た
。
国
全
体
の
方
向
と
し
て
は
、

31
年
4
月
か
ら
改
正
労
働
基
準
法
が
施
行

さ
れ
、
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
枠
組

み
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
進
展
で

あ
る
。
公
務
職
場
に
お
い
て
も
、
長
時
間

労
働
を
含
む
過
重
労
働
の
危
険
性
を
改
め

て
確
認
し
、
多
く
の
職
場
で
行
わ
れ
て
い

る
過
重
労
働
削
減
の
取
り
組
み
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
地
方
公
務
員
の
過
労
死
・

過
労
自
殺
の
実
態
、
長
時
間
労
働
を
含
む

過
重
労
働
が
心
身
の
健
康
に
及
ぼ
す
影
響

や
防
止
対
策
に
関
す
る
最
近
の
研
究
情
報

等
に
つ
い
て
紹
介
し
、
地
方
公
務
員
の
長

　
長
時
間
労
働
の
削
減
、
多
様
な
働
き
方
の
実
現
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
働
き
方
改
革
の
中
で
も
、
職
員
の
心
身
の
健
康
に
直
結
す
る「
長
時
間
労
働
の
削
減
」は

最
優
先
課
題
と
い
え
る
。

　
そ
こ
で
今
回
は
、
定
数
削
減
の
一
方
で
、
地
方
へ
の
権
限
委
譲
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
な
ど
に
よ
り
業
務
量
は
増
え
る
一
方
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
長
時
間
労
働
削
減
を
い

か
に
図
っ
て
い
く
か
、
識
者
の
見
解
や
事
例
を
踏
ま
え
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

長
時
間
労
働
の
削
減
に
向
け
て

特
集

長
時
間
労
働
が
心
身
の
健
康
に
及
ぼ
す

影
響
と
地
方
公
務
員
の
過
重
労
働
対
策

総
論
　
過
労
死
等
の
事
例
・
要
因
分
析
か
ら

1
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

過
労
死
等
防
止
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
　
セ
ン
タ
ー
長
代
理

吉
川
　
徹



地方公務員 安全と健康 フォーラム 2020.15

Profile

よしかわ・とおる
産業医科大学医学部卒業。東
京都立墨東・駒込病院で臨床
研修後、財団法人労働科学研
究所研究員、同副所長を経て、
2015年より労働安全衛生総
合研究所・上席研究員。17年よ
り現職。専門は国際保健、産業
安全保健。現在、過労死・過労
自殺等に関する労働災害・公務
災害事案の分析、メンタルヘル
スと職場環境改善、医療機関に
おける災害防止等に関する研
究に従事。川崎市嘱託産業医
15年の経験のほか、高知県、北
海道、札幌市等の地方公共団
体で職場環境改善に関する助
言等を行っている。日本産業衛
生学会専門医・指導医。

Special Issue

時
間
労
働
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

脳・心
臓
疾
患
、	

精
神
疾
患
等
の	

公
務
災
害
認
定
状
況（
※
３
）

　
過
去
10
年
間
に
お
け
る
地
方
公
務
員
の

公
務
災
害
の
受
理
件
数
は
、
脳
・
心
臓
疾

患
は
24
件
か
ら
61
件
の
間
で
推
移
し
て
い

る
も
の
の
、
26
年
度
以
降
は
4
年
連
続
し

て
増
加
し
て
い
る
。
認
定
件
数
は
27
年
を

ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
精
神
疾
患

等
は
年
度
に
よ
っ
て
増
減
が
あ
る
も
の
の
、

中
期
的
に
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
29
年
度

は
受
理
件
数
１
０
１
件
、
認
定
件
数
31
件

と
な
っ
て
い
る
。
受
理
件
数
の
増
加
は
、

公
務
職
場
で
の
公
務
に
起
因
す
る
健
康
障

害
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
反
映
し
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。

総
務
省
自
治
行
政
局	

公
務
員
部
に
よ
る
調
査

　
過
労
死
等
が
な
く
、
仕
事
と
生
活
を
調

和
さ
せ
、
健
康
で
充
実
し
て
働
き
続
け
る

こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
を
進
め
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
過
労
死
防
止
法
が
26
年

6
月
に
成
立
し
、「
過
労
死
等
」が
以
下
の

よ
う
に
定
義
さ
れ
た
。

◦
業
務
に
お
け
る
過
重
な
負
荷
に
よ
る
脳

血
管
疾
患
若
し
く
は
心
臓
疾
患
を
原
因

と
す
る
死
亡

◦
業
務
に
お
け
る
強
い
心
理
的
負
荷
に
よ

る
精
神
障
害
を
原
因
と
す
る
自
殺
に
よ

る
死
亡

◦
死
亡
に
は
至
ら
な
い
が
、こ
れ
ら
の
脳

血
管
疾
患・心
臓
疾
患
、精
神
障
害

　

過
労
死
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究

を
行
う
こ
と
が
国
の
責
務
と
定
め
ら
れ
、総

務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
で
は
、公
務

災
害
と
し
て
認
定
さ
れ
た
過
労
死
等
に
つ
い

て
調
査
研
究
を
実
施
し
て
い
る（
※
４
、５
）。

直
近
の
調
査
で
は
、過
去
7
年
間（
22
年
1

月
か
ら
29
年
3
月
）に
過
労
死
等
と
し
て
認

定
さ
れ
た
事
案
３
２
１
件
、脳・心
臓
疾
患

１
３
３
件
、精
神
疾
患
１
８
８
件
を
対
象
に

分
析
結
果
が
公
開
さ
れ
て
い
る（
※
４
）。そ

の
概
要
を
紹
介
す
る
。

公
務
員
の
過
労
死
等：脳・心
臓
疾
患

　

脳
・
心
臓
疾
患
事
案
の
性
別
は
男
性

１
１
７
件
、
女
性
16
件
で
、
男
性
が
9
割

を
占
め
る
。
発
症
時
年
齢
の
平
均
は
47
歳

で
あ
る
。
職
種
は「
義
務
教
育
学
校
職
員
」

42
件（
31
・
６
％
）、
一
般
職
員
や
公
立
病

院
等
で
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
含
ま
れ

る「
そ
の
他
の
職
員
」39
件（
29
・
３
％
）、

「
警
察
職
員
」28
件（
21
・
１
％
）が
上
位
と

な
っ
て
い
る
。
働
き
盛
り
の
40
歳
代
の
男

性
の
公
務
員
が
脳
・
心
臓
疾
患
で
過
労
死

し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。

過
労
死
等
認
定
さ
れ
た
疾
患
で
多
い
の
は
、

脳
出
血
と
く
も
膜
下
出
血
で
あ
る（
図
1
）。

脳
・
心
臓
事
案
全
体
で
は
脳
疾
患
が
心
臓

疾
患
よ
り
多
く
6
割
を
占
め
た
。

　
過
労
死
等
と
し
て
認
定
さ
れ
た
脳・心
臓

疾
患
の「
過
重
負
荷
が
認
め
ら
れ
る
職
務

従
事
状
況
」か
ら
は
、そ
の
深
刻
な
長
時
間

労
働
の
実
態
が
み
え
る
。「
日
常
の
職
務
に

比
較
し
て
特
に
過
重
な
職
務
に
従
事（
長
時

間
労
働
）」し
て
い
た
の
は
、全
１
３
３
件
の

約
9
割（
１
１
８
件
）を
占
め
て
い
た（
Ｐ

6・図
２
）（
※
４
、５
）。精
神
的
緊
張
を
伴

う
職
務
、交
代
制
勤
務
者
に
よ
る
頻
回
出

勤
、深
夜
勤
務
、仮
眠
時
間
の
著
し
い
減
少
、

著
し
い
騒
音・寒
暖
差
等
の
不
健
康
な
執
務

環
境
等
の
職
務
従
事
状
況
が
重
複
し
て
確

認
さ
れ
た
事
例
も
あ
っ
た
。認
定
事
案
の
発

症
前
１
か
月
の
時
間
外
労
働
時
間
は
平
均

94・6
時
間
で
、最
大
は
２
０
０
時
間
を
超

え
た
事
例
も
あ
っ
た（
※
５
）。

公
務
員
の
過
労
死
等：精
神
疾
患・自
殺

　
精
神
疾
患
・
自
殺
事
案
１
８
８
件
の
性

別
は
男
性
１
１
９
件
、
女
性
69
人
で
、
男

性
が
6
割
を
占
め
た
。
発
症
時
年
齢
の
平

図1　脳・心臓疾患の決定時疾患名の分布（※4）

高血圧性脳症

脳梗塞（脳血栓症、脳塞栓症、ラクナ梗塞）

脳出血

くも膜下出血

大動脈瘤破裂（解離性大動脈瘤を含む）

肺塞栓症

重症の不整脈（心室細動等）

心停止（心臓性突然死を含む）

心筋梗塞

狭心症

15

28

27

6

10

11

18

2

3

7

5

1

0

0

■男性（117）

■女性（16）
総数（133）

均
は
、男
性
41
・
1
歳（
標
準
偏
差
10
・
0

歳
）、女
性
38・1
歳（
標
準
偏
差
10・3
歳
）

だ
っ
た
。
死
亡（
自
殺
）事
案
は
58
件
あ
り
、

全
体
の
3
割
で
、
死
亡
事
案
の
9
割（
51

名
）近
く
が
男
性
で
あ
っ
た
。
職
種
は「
そ
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の
他
の
職
員（
一
般
職
員
）」が
99
件（
52
・

７
％
）と
半
数
を
占
め
、「
義
務
教
育
学
校

職
員
」32
件（
17・０
％
）、「
消
防
職
員
」19

件（
10
・
１
％
）が
上
位
と
な
っ
て
い
る
。

脳
・
心
臓
疾
患
に
比
べ
平
均
年
齢
は
や
や

若
く
、
精
神
疾
患
事
案
は
女
性
も
多
い
。

た
だ
し
自
殺
事
案
は
男
性
が
多
い
と
い
う

地
方
公
務
員
の
特
徴
が
み
え
る
。

　
過
労
死
等
と
し
て
認
定
さ
れ
た
精
神
疾

患（
自
殺
を
含
む
）は
、う
つ
病
エ
ピ
ソ
ー

ド
等
を
含
む「
気
分［
感
情
］障
害
」と
、急

性
ス
ト
レ
ス
反
応
や
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ

ス
障
害
を
含
む「
ス
ト
レ
ス
関
連
の
障
害
」

が
そ
れ
ぞ
れ
半
数
を
占
め
た（
図
3
）。
男

性
は
う
つ
病
が
多
く
、
女
性
は
ス
ト
レ
ス

関
連
の
障
害
が
多
い
傾
向
に
あ
っ
た
。

　
業
務
負
荷
が
認
め
ら
れ
る
職
務
従
事
状

況
に
つ
い
て
、
職
員
区
分
別
に
ク
ロ
ス
集

計
し
た
も
の
を
図
4
に
示
し
た
。
こ
の
中

で
、長
時
間
労
働
は「
仕
事
の
量
」に
該
当

す
る
職
務
従
事
状
況（
出
来
事
）で
あ
る
。

　
小
学
校
教
員
、
中
学
校
教
員
等
の
義
務

教
育
学
校
職
員
は
児
童・生
徒・保
護
者
等

「
住
民
等
と
の
関
係
」が
原
因
の
も
の
が
多

く
、
義
務
教
育
学
校
職
員
以
外
の
職
員
は

「
異
常
な
出
来
事
へ
の
遭
遇
」、
警
察
職
員

は「
対
人
関
係
」、
消
防
職
員
は「
異
常
な

出
来
事
へ
の
遭
遇
」が
多
か
っ
た
。
一
方
、

そ
の
他
の
職
員（
一
般
職
員
等
）は
、仕
事

の
量（
長
時
間
労
働
）に
よ
る
も
の
が
多

か
っ
た
。

　
精
神
疾
患
・
自
殺
の
公
務
災
害
認
定
状

況
か
ら
は
、
長
時
間
労
働
が
原
因
の
も
の

が
相
当
数
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
精
神
疾

患
・
自
殺
の
原
因
に
は
公
務
上
で
遭
遇
し

た
事
故
や
交
通
災
害
、
自
然
災
害
へ
の
遭

遇
等
の「
異
常
な
出
来
事
へ
の
遭
遇
」や
、

「
住
民
等
の
関
係
」「
対
人
関
係
等
」が
原
因

と
な
っ
て
発
症
し
て
い
る
も
の
も
多
い
こ

と
が
わ
か
る
。
一
方
、
認
定
申
請
は
本
人

や
家
族
等
に
よ
る
申
告
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
本
デ
ー
タ
を
解
釈
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
長

時
間
労
働
の
実
態
と
そ
の
健
康
影
響
の
結

果
の
全
体
像
を
示
し
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
過
労
死
等
事
案
の
分
析
結
果
か
ら
、脳・

心
臓
疾
患
で
は
長
時
間
労
働
が
主
な
事
由

と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
長
時
間
労

働
以
外
の
負
荷
要
因
も
重
な
っ
て
い
る
こ

と
、精
神
疾
患・自
殺
で
は
、公
務
上
の
職

務
従
事
状
況
に
よ
る
長
時
間
労
働
や
心
理

図2　脳･心臓疾患における過重負荷が認められた職務従事状況（※4、5）

4．その他

3．（4）精神的緊張を伴う職務

3．（3）緊急呼出等の公務の性質

3．（2）不快、不健康な執務環境下

3．（1）交代制勤務職員の深夜勤務・仮眠時間

2．（3）（長時間労働）発症前6か月間

2．（2）（長時間労働）発症前1か月間

2．（1）（長時間労働）発症前1週間

1．異常な出来事・突発的事態

2

4

1

1

0

10

11

2

0

21

40

4

4

5

66

60

13

13

日常の職務に比較して
特に過重な職務に従事

118/133
（88.7％）

■男性　■女性

図3　精神疾患・自殺の認定時決定疾患名（※4）

F45：
身体表現性障害 f

F43.2：
適応障害 e

F43.1：
心的外傷後ストレス障害 d

F43.0：
急性ストレス反応 ｃ

F33：
反復性うつ病性障害 b

F32：
うつ病エピソード a

ストレス関連の障害
F4 計（c～f、他）

気分［感情］障害
F3 計（a、b、他）

■男性　■女性
1（0）

8（0）

15（0）

7（0）

1（0）

61（45）

41（0）

69（47）

1（0）

9（0）

8（0）

11（0）

0

19（6）

47（0）

20（7）

内
数

（注）	1．精神疾患188件（男119件、女69件）の内訳を示したもの。
	 2．（　）は、うち自殺事案の数。
	 3．a～fは、国際疾病分類（ICD）コードに基づき、障害別に区分できた事案を集計。
	 4．a～fに区分できなかった事案については、計に含めて集計。分類できなかった11件を除く。

図4　職員区分別、業務負荷が認められる職務従事状況（※4）

その他の職員
（一般職員等）：100件

清掃職員：1件

運輸職員：3件

電気・ガス・
水道職員：2件

消防職員：20件

警察職員：15件

義務教育学校職員以外の
教育職員：20件

義務教育学校職員：38件

■異常な出来事
■仕事の量
■対人関係等
■住民等との関係

28（0）

1（0）

1（0）

2（0）

12（1）

2（0）

10（0）

8（0）

46（20）

0

1（1）

0

1（0）

6（4）

3（1）

6（6）

12（5）

0

1（1）

0

7（4）

7（5）

5（1）

7（1）

14（4）

0

0

0

0

0

2（2）

17（7）

（注）	1．精神疾患188人（職務従事状況199件）の内訳を職種別、職務従事状況別に示したもの。
	 2．1件の事案に複数の職務従事状況がある場合は、それぞれを1件としてカウントしている（重複回答）。
	 3．過重負荷が認められる職務従事状況のうち、主な4項目のみを抽出して記載している。
	 4．（　）は、うち自殺事案の数。	 	 	 	
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的
負
荷
の
出
来
事
は
多
様
で
あ
る
こ
と
な

ど
に
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方

公
務
員
の
過
労
死
・
過
労
自
殺
等
の
予
防

対
策
の
検
討
は
、
長
時
間
労
働
対
策
を
一

丁
目
一
番
地
と
し
つ
つ
も
、
職
種
ご
と
、

地
方
公
共
団
体
毎
に
職
場
の
状
況
に
合
わ

せ
た
対
策
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

長
時
間
労
働
と
心
身
の	

影
響
に
関
す
る
医
学
的
知
見

　
昭
和
53
年
に「
過
労
死
」と
い
う
用
語
が

初
め
て
医
学
研
究
に
用
い
ら
れ
て
か
ら

（
※
６
）、
長
時
間
労
働
と
心
臓
疾
患
や
脳

血
管
疾
患
等
の
循
環
器
疾
患
、
長
時
間
労

働
と
精
神
障
害
の
発
症
に
関
す
る
多
く
の

研
究
が
行
わ
れ
て
き
た（
※
７
）。
し
か
し
、

医
学
的
に
科
学
的
根
拠
の
高
い
と
さ
れ
る

前
向
き
研
究（
研
究
を
立
案
、
開
始
し
て

か
ら
新
た
に
生
じ
る
事
象
に
つ
い
て
調
査

す
る
研
究
）で
、
知
見
が
蓄
積
さ
れ
て
き

た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
長
時
間
労

働（
過
重
労
働
）か
ら
健
康
障
害
に
至
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
正
書
を
参
照
さ
れ

た
い
が（
※
８
）、長
時
間
に
よ
っ
て
好
ま

し
く
な
い
心
身
へ
の
影
響
が
発
生
す
る
イ

メ
ー
ジ
を
図
５
に
示
し
た
。

　
長
時
間
労
働
は
、
大
き
く
2
つ
の
ル
ー

ト
か
ら
心
身
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
一
つ
は

生
体
の
変
化
、
も
う
一
つ
は
健
全
な
人
間

ら
し
い
労
働
生
活
へ
の
影
響
で
あ
る
。

　
生
体
の
変
化
は
、
疲
労
の
蓄
積
や
過
労

状
態
が
持
続
す
る
こ
と
に
よ
り
交
感
神
経

の
緊
張
や
ス
ト
レ
ス
ホ
ル
モ
ン
の
上
昇
が

起
こ
り
、
動
脈
硬
化
や
高
血
圧
症
等
の
不

可
逆
的
な
変
化
が
生
じ
、
循
環
器
疾
患
等

を
発
症
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
ま
た
、

心
理
的
な
負
担
と
し
て
は
、
仕
事
の
量
・

質
の
変
化
、
裁
量
の
な
さ
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
等
が
こ
こ
ろ
へ
の
負
担
と
な
り
、
精
神

障
害
や
自
殺
な
ど
に
つ
な
が
る
。

　
医
学
研
究
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
疾
病
発

生
モ
デ
ル
が
提
唱
さ
れ
、
長
時
間
労
働
等

図5　過重労働（長時間労働）から健康障害に至る要因

の
仕
事
上
の
出
来
事
や
心
身
の
状
況
に
つ

い
て
質
問
紙
調
査
等
の
測
定
項
目（
ば
く

露
）を
用
い
て
、
好
ま
し
く
な
い
健
康
影

響（
ア
ウ
ト
カ
ム
）と
の
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
研
究
が
数
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
長
時
間
労
働
と
健
康
影
響

に
関
し
て
は
、
標
準
的
な
労
働
時
間
を
超

え
る
労
働
者
に
循
環
器
疾
患
の
発
症
リ
ス

ク
が
上
昇
す
る
頑
健
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
報

告
さ
れ
て
い
る（
※
９
）。
週
35
～
40
時
間

の
労
働
時
間
を
基
準
と
し
た
と
き
、
週
55

時
間
以
上
の
労
働
時
間
で
、
冠
血
管
疾
患

発
症
で
は
1
・
13（
95
％
信
頼
区
間 

1
・
02

～
1
・
26
）、
脳
血
管
疾
患
の
発
症
で
は

1
・
33（
1
・
11
～
1
・
61
）の
相
対
危
険
が

認
め
ら
れ
た
。
こ
の
関
係
は
冠
血
管
疾
患

よ
り
脳
血
管
疾
患
で
よ
り
明
ら
か
で
、
労

働
時
間
が
長
く
な
る
ほ
ど
リ
ス
ク
が
上
昇

し
て
い
た
。

　
長
時
間
労
働
が
循
環
器
疾
患
の
発
症
に

寄
与
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
、
心

房
細
動
の
発
症
と
の
関
連
の
ほ
か
に
、
短

い
睡
眠
時
間
が
冠
血
管
疾
患
リ
ス
ク
を
予

測
し
、
長
時
間
労
働
が
睡
眠
時
間
と
と
も

に
質
も
阻
害
す
る
こ
と
や
飲
酒
量
増
加
を

来
た
し
や
す
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

（
※
７
）。
長
時
間
労
働
に
よ
っ
て
交
通
事

故
や
大
規
模
災
害
の
リ
ス
ク
が
上
昇
す
る

等
の
知
見
も
あ
る
。

　
長
時
間
労
働
と
精
神
障
害
の
発
症
に
関

し
て
、
抑
う
つ
障
害
の
発
症
を
ア
ウ
ト
カ

ム
と
し
た
同
様
の
メ
タ
ア
ナ
リ
シ
ス
で
も
、

弱
い
な
が
ら
も
統
計
学
的
に
有
意
な
リ
ス

ク
上
昇
が
確
認
さ
れ
て
い
る（
※
10
）。
地

域
別
の
サ
ブ
解
析
で
は
、
日
本
を
含
む
ア

ジ
ア
諸
国
で
欧
米
よ
り
強
い
リ
ス
ク
が
み

ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
長
時
間
労
働
と
睡
眠
障
害
に
関

す
る
医
学
研
究
も
進
ん
で
い
る（
Ｐ
８・図

6
）。
睡
眠
の
質
の
悪
化
、
睡
眠
障
害
は

脳
・
心
臓
疾
患
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と

が
明
ら
か
で
、
長
時
間
労
働
対
策
で
は
、

良
質
の
睡
眠
の
確
保
が
極
め
て
重
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
職
場
環
境
と
抑
う
つ
症
状
、

い
じ
め
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
連
し
た
医

学
研
究
も
報
告
さ
れ
て
い
て
、
長
時
間
労

働
を
含
む
過
重
労
働
対
策
に
は
、
心
理
的

な
負
担
感
へ
の
対
応
も
同
様
に
重
要
で
あ

る
。過

労
死
等
防
止
の
た
め
の	

過
重
労
働
対
策

　
過
労
死
等
事
案
や
最
近
の
医
学
研
究
か

ら
み
え
る
対
策
は
、脳・心
臓
疾
患
、精
神

障
害
い
ず
れ
も
、
長
時
間
労
働
対
策
が
重

要
な
点
は
論
を
ま
た
な
い
。
一
方
、
脳
・

心
臓
疾
患
で
は
、
特
に
脳
出
血
事
案
が
多

い
こ
と
か
ら
、
厳
密
な
血
圧
管
理
を
含
め

た
生
活
習
慣
病
等
の
基
礎
疾
患
対
策
が
必

要
で
あ
る
。
長
時
間
労
働
に
よ
る
睡
眠
障

好ましくない
心身への
影響

循環器疾患

精神障害
自殺

怪我

事故

生体の変化
（疲労の蓄積・過労状態）
代謝異常（糖、脂質）、炎症
性変化、血管障害、脳機能
障害など

健全な、人間らしい
労働生活の破綻

睡眠リズムの乱れ、休日・休
養・余暇の減少、過剰飲酒・
食習慣の変化、運動不足、
家庭生活への負の影響等

からだへの
負担

こころへの
負担

過重労働
長時間労働
労働時間以外の要因
◦不規則勤務
◦精神的緊張
◦拘束性
◦連続性　など

心理的負荷
◦仕事の量・質
◦裁量度のなさ
◦無理なノルマ
◦ハラスメント
◦事故・災害への
　遭遇　など
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害
、
食
生
活
の
乱
れ
等
、
労
働
生
活
全
般

を
含
め
た
支
援
が
十
分
で
あ
る
か
検
討
し

た
い
。

　

精
神
障
害
・
自
殺
事
案
か
ら
は
、
若
い

世
代
の
公
務
員
、
自
殺
が
目
立
つ
負
担
の

一
番
か
か
る
中
堅
の
男
性
公
務
員
、
職
種

別
対
策
、
出
来
事
と
疾
患
を
想
定
し
た
対

策
等
に
注
目
し
た
い
。
図
４
に
そ
の
一
部

を
示
し
た
が
、
過
度
な
心
理
的
負
荷
と

な
っ
た
出
来
事
は
単
独
で
発
生
し
て
い
る

場
合
も
あ
る
が
、
長
時
間
労
働
に
加
え
、
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嫌
が
ら
せ
や
い
じ
め
、
住
民
等
と
の
ト
ラ

ブ
ル
な
ど
が
重
複
し
て
い
る
場
合
も
多
い
。

精
神
障
害
の
発
症
背
景（
具
体
的
な
出
来

事
）は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
防
止
策
に
あ

た
っ
て
は
、本
庁
職
場
、住
民
対
応
、自
然

災
害
等
の
特
別
な
負
荷
が
生
じ
る
公
務
、

教
員
、警
察
、消
防
、医
療
機
関
等
な
ど
の

職
場
特
性
や
職
種
、
性
差
、
職
員
の
立
場

や
公
務
の
働
き
方
全
体
を
考
慮
し
た
検
討

が
必
要
で
あ
る
。

　

最
近
、
公
務
職
場
で
は
、
職
員
参
加
型

の
職
場
環
境
改
善
活
動
も
広
が
り
を
み
せ

て
い
る（
※
11
）。
高
知
県
等
で
は「
職
場

ド
ッ
ク
」と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、北
海
道
、

京
都
府
、
広
島
県
を
は
じ
め
、
多
く
の
自

治
体
で
幅
広
い
視
点
で
職
場
を
見
直
し
、

労
働
時
間
対
策
を
含
む
職
員
の
働
き
や
す

い
職
場
づ
く
り
の
取
り
組
み
が
広
が
っ
て

い
る
。
職
員
全
員
が
参
加
す
る
改
善
、
管

理
職
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
進

め
る
改
善
等
、
多
面
の
職
場
改
善
の
取
り

組
み
が
期
待
さ
れ
る
。

　

職
種
に
注
目
す
る
と
、過
労
死
等
防
止

大
綱
で
重
点
職
種
と
な
っ
て
い
る
教
職
員・

教
員
に
つ
い
て
は
、特
に
そ
の
取
り
組
み
の

促
進
を
期
待
し
た
い
。教
員
の
一
週
間
当

た
り
の
学
内
総
勤
務
時
間
は
、い
ず
れ
の
職

種
で
も
増
加
し
て
い
る
。文
部
科
学
省
を
中

心
に
様
々
な
制
度
的
改
革
、改
善
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、中
央
教
育
審
議
会
に
お
け
る
検

討
も
踏
ま
え
な
が
ら
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
や
タ

イ
ム
カ
ー
ド
等
に
よ
り
勤
務
時
間
を
客
観

的
に
把
握
し
集
計
す
る
等
の
勤
務
時
間
管

理
の
徹
底
、業
務
の
役
割
分
担
や
適
正
化
、

必
要
な
環
境
整
備
等
、教
職
員
の
長
時
間

勤
務
是
正
に
向
け
た
取
り
組
み
を
着
実
に

進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
な
お
、
相
談
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

勤
務
時
間
や
勤
務
条
件
、
職
員
の
苦
情
に

関
し
て
は
人
事
委
員
会
な
ど
で
、
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
不
調
や
健
康
障
害
等
に
関
し
て

は
各
地
方
公
務
員
の
共
済
組
合
で
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
る
が
、
引
き
続
き
、
地
方

公
共
団
体
に
対
し
て
相
談
窓
口
の
充
実
等

を
働
き
か
け
る
必
要
が
あ
る
。

ま
と
め

　
公
務
災
害
認
定
さ
れ
た
過
労
死
等
は
長

時
間
労
働
が
主
な
事
由
と
な
っ
て
い
る
。

長
時
間
労
働
の
削
減
に
は
、
職
場
文
化
、

業
種
ご
と
の
働
き
方
、
上
司
・
同
僚
の
支

援
、
個
人
の
特
徴
な
ど
多
く
の
要
因
に
対

し
て
、
多
層
に
、
柔
ら
か
く
労
働
者
を
支

え
る
職
場
の
仕
組
み
づ
く
り
を
、
包
括
的

に
推
進
す
る
時
期
に
き
て
い
る
（
※
12
）
。

職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
一
次
予
防

策
と
し
て
の
職
場
環
境
改
善
、長
時
間
労

働
対
策
、仕
事
の
負
荷
軽
減
策
、事
故・災

害
対
策
、上
司・同
僚
の
相
互
支
援
に
加
え
、

専
門
家
の
支
援
も
受
け
な
が
ら
、地
方
公

共
団
体
に
か
か
わ
る
人
々
が
公
務
を
通
じ

て
成
長
で
き
る
、働
き
が
い
の
あ
る
職
場
づ

く
り
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

図 6　過重労働に関連した最近の医学的研究の例
最近の知見（1）：睡眠と脳・心臓疾患
●睡眠の質の悪化、睡眠障害は脳・心疾患のリスクを高める

―睡眠時間の短縮（Cappuccio 2011，Li 2016, Wang 2016）
―入眠困難で1.45倍（95％CI：1.09–1.93）、中途覚醒で1.03倍（95％CI：0.89–1.17）、早朝覚醒で

1.00倍（95％CI：0.89–1.13）（ Li 2016）
―習慣的ないびき：循環器疾患で1.26倍（95％CI：0.98–1.62）、脳卒中で1.26倍（95％CI：1.11–

1.43）、冠動脈性心疾患で1.15倍（95％CI：1.05–1.27）（ Li 2014,）
●長時間労働対策では、良質の睡眠の確保が極めて重要

最近の知見（２）：業務と精神障害
●職場環境と抑うつ症状（Review, Theorell T 2015）
　業務の要求度の高さと裁量権の低さ（保護因子としては業務の自由度の高さ）
●職場におけるいじめ（Nielsen MB, 2014, Tsuno K 2016）
●業務に起因性の外傷後ストレス障害（PTSD）は、職種（消防士、看護師、警察、教員等）、精神疾患の既往、

同僚や上司からのサポートが十分でない場合に、発症リスクが高まる(Skogstad M,  2013)

→長時間労働対策が困難な場合、まずは良質な睡眠確保の対策により、脳・心臓疾患の予防に役立つ可能性

（茅嶋康太郎、吉川徹他	産業医学レビュー　2017）


